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１ 業務の適正を確保するための体制についての決議内容の概要

会社の業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

　当社は、取締役会において会社法第399条の13第２項の規定に基づき、同条第１項第１号ロおよびハならびに会
社法施行規則第110条の４第１項および第２項の各号に定める上記体制について決議しており、その内容の概要は以
下のとおりであります。
①　当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
１. コンプライアンス体制の基礎として、当社および当社グループの取締役および使用人が法令・定款および当社

の経営理念を遵守した行動をとるための「企業行動指針」を制定し、「コンプライアンス規程」に基づき社内
体制を整備する。

２. コンプライアンス体制の確立を図り、公正公平な職務の推進を確保するため、「コンプライアンス委員会」を
設置し、法令違反その他コンプライアンス上の課題の検討および対応を行う。
また、コンプライアンス委員会には、経営監視機能の有効性を確保するため監査等委員である取締役が独立し
た立場で出席する。

３. 法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、「内部通報取扱規程」に基づ
きその運用を行う。

４. 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、毅然とした態度をとり、
決して経済的な利益を供与しない。

５. 財務報告の信頼性を確保するための内部統制を整備し、その適切な運用・管理にあたる。
６. 内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室が、内部監査を計画的に実施し、法令・定款に不適合と

なる事態を早期に発見し未然防止に努める。
７. 監査等委員会は内部監査室と連携し、当社の法令遵守体制および内部者通報システムの運用に問題があると認
めるときは、改善策の策定を求めることができる。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行、意思決定に係る情報については、「文書管理規程」その他関連する規程・マニュアルに基
づき、文書または電磁的媒体に記録し、保存年限一覧表に定める期間中、適切かつ確実に検索可能な状態で保存、
管理する。また、取締役および監査等委員である取締役が求めたときは、常時、当該情報を入手、閲覧することが
できる体制を構築する。
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③　当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
１. 業務を執行する取締役は、各業務執行部門で発生する損失の危険（以下、「リスク」という。）に関する「リ

スク管理規程」に基づき、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理し、リスク管理体制を明確化する。
また、必要に応じて各リスク委員会を設置し、問題点の把握と改善措置を実施する。

２. 緊急かつ全社的に対処する必要のある場合には、代表取締役もしくは代表取締役が指名する取締役を本部長と
する対策本部を設置し、情報の収集・リスクの評価・優先順位・対応策など総括的に管理を行う。また、必要
に応じて顧問弁護士等第三者の助言を受け、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめる体制を整える。

④　当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
１. 経営理念を基盤に、将来の事業環境に適応していくために、全社の目標である中期経営計画および年度事業計
画を策定し、この浸透を図るとともに、目標達成に向けて最適な組織編成を行う。

２. 取締役会は月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業
務執行状況の報告を行う。各統括部門を担当する取締役は、年度事業計画の進捗状況の報告および具体的な施
策、効率的な業務遂行体制を構築する。

３. 取締役会の意思決定と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用し、取締役会により選任された執行
役員は、取締役会にて決定された経営の基本方針に従って、当社業務を執行する。

⑤　当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社並びにその子会社から成
る企業集団における業務の適正を確保するための体制
１. グループ各社全体の内部統制を担当する取締役を指名し、担当取締役はグループ各社と連携してグループ各社

における内部統制の実効性を高める施策を実施する。
２. 経営管理については、「関係会社管理規程」に基づき、当社への決裁・報告制度による関係会社の経営管理を

行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。
担当取締役は、一定の基準を満たす重要事項を取締役会付議事項とする。

３. 監査等委員会は内部監査室と連携し、グループ会社に対する内部統制体制に関する監査を実施する。
⑥　監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対す

る指示の実効性の確保に関する事項
１. 監査等委員会から要望があれば、その職務を補助すべき当社の使用人を配置して、随時監査業務の遂行および

支援を行う。
２. 監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた使用人は、独立性の確保のためにその指示に関して、取締
役、内部監査室長等の指揮命令は受けない。
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⑦　当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当
社の監査等委員会に報告をするための体制その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制

１. 監査等委員は、監査等委員会が定める監査計画に従い、取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役、監
査役および使用人から重要事項の報告を求めることができる。

２. 取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役および使用人は、当社および当社グループ各社の財
務および業績に重要な影響を及ぼす事項について監査等委員会に報告し、職務の執行に関する法令・定款違反
および不正行為の事実を知ったときは監査等委員会に遅滞なく報告する。

⑧　前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
１. 当社は、「内部通報取扱規程」に定める通報を行った当社グループの取締役および使用人に対して、当該報告

をしたことを理由とする不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役および使用人に周
知徹底する。

２. 総務担当役員は、通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を定期的に監査等委
員会に報告する。

３. 内部通報窓口への通報内容が監査等委員の職務の執行に必要な範囲に係る場合および通報者が監査等委員会へ
の通報を希望する場合は、速やかに監査等委員会に通知する。

⑨　監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用
又は債務の処理に係る方針に関する事項
　当社は、監査等委員会が職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委
員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理を行う。

⑩　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査等委員会は、代表取締役、内部監査室および監査法人と定期的に意見交換会を実施し、監査の実効性を確保
する。また、監査等委員会は必要に応じて外部アドバイザーに相談、助言を受けることができる。
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２ 当事業年度における運用状況の概要

　当事業年度における、上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
①　職務執行の効率性確保のための取り組み
　当社は、取締役による職務執行の効率性を確保するため、取締役会において経営戦略等、各取締役の担当部門に
おける実績のレビューを行うとともに、当事業年度が中間年度となる３ヶ年の中期経営計画の進捗状況について各
取締役が適宜報告を行いました。
　また、当社グループ各社の代表取締役をメンバーとする「社長会」を定期的に開催し、各子会社における職務執
行状況の報告と意見交換を行いました。
　さらに、内部統制の目標をより効果的に達成するため、監査等委員会は、年間の監査計画に基づき業務執行が適
正かつ効率的に行われているかどうかを監査いたしました。
②　コンプライアンスに対する取り組み
　当社および当社グループの役員および使用人がコンプライアンスを実践していくための『企業行動指針』を制定
し、「コンプライアンス規程」および「競争法コンプライアンス指針」に基づき社内体制を整備しております。本
規程に基づくコンプライアンス委員会は定期的に開催され、コンプライアンス上の課題における対策の検討ならび
に取り組み全般に対する企画・立案を行い、決議した内容の周知・徹底を図りました。
　また、当社および当社グループ各社にコンプライアンスに係る責任者を配置し、職制に応じた教育・訓練を通じ
て、コンプライアンス意識の向上を図っております。
③　リスク管理に対する取り組み
　大規模な事故、災害、不祥事等が発生したときは、代表取締役を本部長とする危機対策本部を設置して対応に当
たることといたしております。当事業年度においては、工事施工上の安全管理や品質保証のほか、海外工事におけ
るカントリーリスク、与信調査・管理など経営および財政状況に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクで緊急か
つ全社的に対応すべき事案はありませんでした。

④　監査等委員会監査の実効性確保のための取り組み
　監査等委員は取締役会のほかコンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、経営状況その他重要な情報の報
告を受け、経営全般にわたり意見の表明を行い、内部統制システムの整備・運用状況につきましても取締役および
使用人等から報告を受け確認いたしました。また、取締役が決裁した重要書類を常勤監査等委員が定期的に閲覧
し、業務執行状況を監査等委員会で随時確認するとともに、各子会社の取締役との意思疎通および情報交換に努め
ました。
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１ 基本方針

２ 基本方針の実現に資する特別な取組み

会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以
下、「基本方針」といいます。）

　当社は、上場会社として、当社の株式について株主、投資家の皆様による自由な取引が認められている以上、当社
株式に対する大量買付がなされた場合においても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを
一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には
株主の皆様の総意に基づき行われるべきものと考えております。
　しかしながら、昨今、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意などのプロセ
スを経ることなく、突如として大量の株式の買付を強行するといった動きがいまだ散見されるところであります。そ
して、かかる株式の大量買付のなかには、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもた
らすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が株式の大量買
付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提供するための十分な時間や情報を提供しない
もの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対
象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
　当社は、このように当社の企業価値、株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれがある買収者については、当社の
財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。当社といたしましては、長年培ってきた
当社の企業風土を背景として、中長期的な視点に立った事業展開を行い、もって、当社の企業価値・株主共同の利益
を向上させる者が、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として望ましいと考えております。

　当社の基本方針の実現に資する特別な取り組みは次のとおりであります。
①　当社の企業価値の源泉について
　　当社は、近年「エネルギー」と「エコロジー」の豊かな共存こそが、企業に課せられた重要なテーマといわれる

なかで、1944年の創業以来、「顧客の創造と信頼の確保」、「社会への貢献」、「未来への挑戦」という経営理
念に基づき、コア事業である断熱工事・技術を通じてエネルギーの有効利用に貢献するとともに、事業領域拡大を
図り、燃焼技術を基礎としたボイラの製造・据付、クリーンルーム内装工事、冷凍冷蔵低温設備工事および環境関
連工事にも取り組んでまいりました。

　　こうしたなかで、当社の技術力は、顧客から高い信頼を得るとともに、地球規模の課題である省エネルギーや環
境保全の推進により、企業価値の向上および株主共同の利益の確保・向上に努めてまいりました。

　　変化の激しい事業環境のなか、当社の経営理念に基づき、「改革、スピード＆チャレンジ」を行動指針として、
全てのステークホルダーの皆様との信頼関係を構築しながら、中長期的観点に立ち安定的に企業価値を向上させる
ため、経営諸施策を確実に実施し、常に未来に挑戦してまいります。

②　中期経営計画について
　　2024年４月、当社は企業が国内労働人口の減少に伴うビジネスモデルの変革や地球温暖化への対応を進めるな
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３ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支
配されることを防止するための取組み

か、将来のあるべき姿を見据えて、中期経営計画（2024年度～2026年度）を策定いたしました。本計画は「未来
の躍進に繋げる投資」を基本方針として、サステナビリティ経営の確立を目指す一方、企業風土の醸成、当社グル
ープ内の意識改革を図り、脱炭素社会に向けた新たなビジネスチャンスを創出するため、（1）収益基盤の持続的
な強化（2）持続的な成長戦略の展開（3）経営基盤の強化 を重点施策に掲げております。

　　当社は、中長期的視点に立ってこれらを継続的に維持、発展させていくことが一層の企業価値および株主共同の
利益の向上につながるものと考えております。また、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、引き続き企業
価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図っていく所存であります。

　当社は、前掲１に記載の基本方針に照らして、不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配され
ることを防止するための取り組みとして、新株予約権の無償割当てを用いた、事前警告型買収防衛策（以下、「本プ
ラン」といいます。）を2024年６月20日開催の第82回定時株主総会において、有効期間を３年として更新のご決
議をいただきました。その概要は次のとおりであります。
①　本プランの発動に係る手続の設定

本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式に対する買付も
しくはこれに類以する行為またはその提案（以下、「買付等」といいます。）が行われる場合に、買付等を行う者
（以下、「買付者等」といいます。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等
についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、買付者等との交渉を行っていくための手続を定めてい
ます。

②　本新株予約権の発行
買付者等が、本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行うなど、当社の企業価値・株主共同の

利益が害されるおそれがあると認められる場合には、当社は、買付者等による権利行使は認められないとの行使条
件および当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約
権を株主の皆様に対して無償で割当てます。

③　本プランの概要
１．本プランの適用対象

本プランは、次の ⒜または ⒝に該当する当社株式に対する買付等がなされる場合を適用対象とします。
⒜　当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上になる買付等
⒝　当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等所有割合およびその特別関係者の株券等保

有割合の合計が20％以上になる公開買付け
２．当社取締役会による検討作業

当社取締役会は、買付者等から必要な情報を受領してから、一定の検討期間内に、買付者等からの提案に関す
る評価・検討、買付者等との交渉あるいは買付等に対する意見形成、代替案の策定等を行うものとします。

３．独立委員会による助言・勧告
当社は、当社取締役会が恣意的な判断を行うことを防止するため、社外取締役および社外有識者の中から選任
された委員により構成された独立委員会を設置いたしております。独立委員会は、取締役会が提供した買付者
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４ 本プランが基本方針に従い、当社の企業価値・株主共同の利益に沿うものであ
り、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由

等の情報について評価・検討を行い、当社取締役会は、独立委員会の助言・勧告を最大限尊重するものとしま
す。

４．本プランの発動
⒜　独立委員会による本プランの発動・不発動の勧告

独立委員会は、買付者等による買付等の内容について検討を行った結果、本プランに定める要件のいずれ
かに該当し、新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、遅滞なく、当社
取締役会に対して本プランの発動を勧告し、本要件のいずれにも該当しない、または該当しても本プラン
を発動することが相当でないと判断した場合には、本プランの不発動を勧告します。

⒝　株主意思確認総会の招集
当社取締役会は、買付者等による買付等の内容等を考慮のうえ、当社取締役の善管注意義務等に照らし
て、株主意思確認総会を招集することが必要かつ相当であると判断した場合、あるいは独立委員会が本プ
ランの発動または不発動に関する株主の皆様の意思を確認すべき旨の意見を付した場合、独立委員会によ
る手続に加えて株主意思確認総会を招集し、本プランの発動または不発動に関する株主の皆様の意思を確
認することができます。

　本プランは、基本方針に記載のとおり、当社の企業価値を向上させ株主共同の利益に資する目的をもって更新され
たものです。本プランの有効期間は2027年３月期にかかる定時株主総会の終結の時までですが、かかる有効期間の
満了前であっても、当社の株主意思確認総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、または当社の
株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プラ
ンはその時点で廃止されるものとされており、その意味で、本プランは株主の皆様のご意向が反映されることになっ
ております。
　また、基本方針に照らして不適切な者による支配を防止するための取り組みとして、① 経済産業省および法務省
が発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」、経済産業省に設置され
た企業価値研究会が公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」と題する報告書にも十分配慮し
た内容となっていること、② 買付者等との協議、交渉、評価期間の延長および発動事由の該当性に関する取締役会
の判断の客観性・合理性を担保するため独立委員会を設置していること、③ デッドハンド型買収防衛策やスローハ
ンド型買収防衛策ではないこと、などから本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益に沿うものであり、予め定
められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されております。
　さらに、当社取締役会による恣意的な判断を防止するため、本プランの発動若しくは不発動、あるいは発動の中止
または撤回を最終的に決定するに当たって、取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重するものとされております。
　以上により、本プランは、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
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連結株主資本等変動計算書 （2025年４月１日から2026年３月31日まで） (単位：百万円)

株　主　資　本
資　本　金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2025年４月１日　期首残高 6,889 999 60,358 △4,996 63,251

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,816 △2,816

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

5,494 5,494

自 己 株 式 の 取 得 △2,744 △2,744

譲渡制限付株式報酬による
自 己 株 式 の 処 分

5 4 10

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

－

連結会計年度中の変動額合計 － 5 2,677 △2,739 △56

2026年３月31日　期末残高 6,889 1,005 63,036 △7,736 63,194
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その他の包括利益累計額

非 支 配

株主持分

純 資 産

合 計

そ の 他

有 価 証 券

評 価 差 額 金

土 地 再 評

価 差 額 金

為 替 換 算

調 整 勘 定

退 職 給 付

に 係 る 調

整 累 計 額

そ の 他 の

包 括 利 益

累計額合計

2025年４月１日　期首残高 2,797 944 1,332 244 5,319 636 69,206

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,816

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

5,494

自 己 株 式 の 取 得 △2,744

譲渡制限付株式報酬による
自 己 株 式 の 処 分

10

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

328 － △32 193 490 △118 372

連結会計年度中の変動額合計 328 － △32 193 490 △118 315

2026年３月31日　期末残高 3,126 944 1,300 437 5,809 518 69,522
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１ 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

株式会社よしみね 明星建工株式会社
日本ケイカル株式会社 株式会社エムエステック
メイセイ工事株式会社 明星松山工事株式会社
株式会社メイセイクリエート MEISEI INTERNATIONAL PTE. LTD.
PT. MEISEI INDONESIA MEISEI INTERNATIONAL CO., LTD.
MEISEI NIGERIA LIMITED SMI GLOBAL SDN. BHD.
MEISEI-KOGYO PHILIPPINES,INC. MEISEI TAIWAN CO., LTD.
MEISEI-KOERNER JOINT VENTURE CO., LTD. MEISEI INTERNATIONAL SDN. BHD.

連結注記表

１．連結の範囲に関する事項
⑴　連結子会社　　　　　　　　　　　　16社

⑵　非連結子会社はありません。

２．持分法の適用に関する事項
持分法適用会社はありません。
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満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
その他有価証券

市場価格のない株式等
以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項
により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定され
る決算報告日に応じて、入手可能な最近の決算書等を基礎とし、持分
相当額を純額で取り込む方法によっております。

未成工事支出金 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法）

商品及び製品、原材料
及び貯蔵品

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法）

当社及び国内連結子会社 定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては、定額法を採用しております。

在外連結子会社 定額法を採用しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、在外連結子会社であるMEISEI INTERNATIONAL PTE. LTD.他、９社の決算日は12月31日
であります。連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用しており、連結決算日までの期間
に発生した重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

②　デリバティブ 時価法
③　棚卸資産

⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

②　リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており
ます。
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⑶　重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金 当社及び国内連結子会社は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
在外連結子会社は、債権については個別に回収不能見込額を計上してお
ります。

②　賞与引当金 当社及び国内連結子会社は、従業員（使用人兼務役員を含む）に支給す
る賞与に充てるため、翌連結会計年度の支給見込額のうち当連結会計年
度対応額を見積り計上しております。

③　役員賞与引当金 当社及び国内連結子会社の一部は、役員に対する賞与の支給に備えるた
め、当連結会計年度末における支給見込額を計上しております。

④　完成工事補償引当金 当社及び連結子会社の一部は、引渡しを完了した工事に係る瑕疵担保の
費用に備えるため、将来の見積り補償額に基づき計上しております。

⑤　工事損失引当金 当社及び連結子会社の一部は、受注工事に係る将来の損失に備えるた
め、当連結会計年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、そ
の金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計
上しております。

⑥　役員退職慰労引当金 国内連結子会社の一部は、役員の退職金の支給に充てるため、内規に基
づく期末要支給額を計上しております。

⑦　役員株式給付引当金 当社は、株式交付規程に基づく役員に対する将来の当社株式の交付に備
えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額を計上して
おります。

⑷　退職給付に係る会計処理の方法
・退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により費用処理しております。
　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（主として10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しており
ます。
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⑸　収益及び費用の計上基準
　当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足
する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
　建設工事事業においては、主に熱絶縁工事、建材工事（クリーンルーム）及び冷凍冷蔵低温設備工事等を行っ
ております。また、ボイラ事業においては、主にボイラ製品の製造及び設置工事を行っております。
　当該工事等については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に
基づき収益を認識しております。工事進捗度は、当連結会計年度までの発生費用を工事完了までの工事原価総額
の見積りと比較することにより測定しております。
　ただし、いずれも工期がごく短いものについては、顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。

⑹　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。
　なお、在外連結子会社の資産、負債、収益及び費用は当該子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。

⑺　重要なヘッジ会計の方法
　原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。
　なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ等については、特例処理を採用しております。

⑻　のれんの償却方法及び償却期間
　のれんの償却は、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により規則的に償却しております。
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2 会計上の見積りに関する注記

完成工事高 43,453百万円

工事の収益認識
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
・算出方法

　当連結会計年度末までの進捗部分について、請負工事契約に基づく工事収益総額に対応する工事原価総額及
び工事進捗度を合理的に見積り（決算日における工事進捗度は原価比例法による）、当連結会計年度の完成工
事高を認識しております。
　工事進捗度は、当連結会計年度までの発生費用を工事完了までの工事原価総額の見積りと比較することによ
り測定しております。

・主要な仮定
　工事原価総額の見積りは、契約内容、要求仕様、過去の類似契約における原価実績、工事期間中の委託外注
費、材料費、労務費の見積り等の情報に基づいて算定しております。工事原価総額の見積りの算定は、工程の
遅れや当初想定していなかった事象の発生等、工事施工に係る状況変化に伴い、見直しの必要性が生じること
があります。

・翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　工事原価総額は、工事の進捗状況を踏まえた工事原価の見積額と発生額との比較や、今後の費用発生に関す
る最新の情報に基づき四半期ごとに見直しており、履行義務の充足に係る進捗率の見積りは妥当なものと考え
ておりますが、将来の状況の変化により見積りと実績が乖離した場合は、当社グループが認識する収益の金額
に影響を与える可能性があります。
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3 連結貸借対照表に関する注記

⑴　有形固定資産の減価償却累計額 14,523百万円
⑵　保証債務残高

　連結会社以外の会社の受注工事に対する契約履行保証及び留保金返還保証に伴い、銀行が保証状発行を行っ
たことに対する保証を行っております。

PT. TERAS TEKNIK PERDANA
　　　　/PT. MEISEI INDONESIA JO

476百万円

⑶　土地再評価
　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布　法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部
を改正する法律（平成13年３月31日公布　法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価
差額金を純資産の部に計上しております。
・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布　政令第119号）第２条第３号及び第４号に定め
る算定の基礎となる価額に基づき、合理的な調整を行い算出しております。

・再評価を行った年月日 2002年３月31日
・再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△1,053百万円
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4 連結損益計算書に関する注記

場所 用途 種類 減損損失（百万円）
大阪府大阪市 事業用資産 土地・建物 2,719
広島県江田島市 事業用資産 土地・建物 161

　当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
（１）減損損失を認識した資産グループの概要

（２）資産のグルーピング方法
　当社グループは、原則として独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資産のグルーピン
グをしております。

（３）減損損失の認識に至った経緯
　当社は、保有する本社ビルから移転することを決定しました。
これに伴い、将来の回収可能性を検討した結果、所有している固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額
しました。
　また、当社の連結子会社である(株)よしみねは広島工場を閉鎖することを決定しました。
これに伴い、将来の回収可能性を検討した結果、所有している固定資産の帳簿価額を回収可能額まで減額し
ました。

（４）回収可能価額の算定方法
　回収可能価額は、正味売却価額によって算定しております。
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5 連結株主資本等変動計算書に関する注記

株式の種類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 55,117,218株 －株 －株 55,117,218株

株式の種類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 7,521,865株 1,700,257株 7,000株 9,215,122株

決　　議 株式の種類
配当金の
総　　額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配　当　額
（円）

基 準 日 効力発生日

2025年６月26日
定時株主総会 普通株式 1,861 利益剰余金 39 2025年

３月31日
2025年

６月27日

2025年10月31日
取締役会 普通株式 954 利益剰余金 20 2025年

９月30日
2025年

11月21日

⑴　発行済株式の総数に関する事項

⑵　自己株式の数に関する事項

（注）１. 普通株式の自己株式の増加1,700,257株は、自己株式の取得による増加1,700,000株および単元未満株式の買取りによる増加257株であ
ります。

２. 普通株式の自己株式の減少7,000株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分減少7,000株であります。
３ 当連結会計年度末の普通株式の自己株式数には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式（当連結会計年度期首140,500株、当連結会

計年度末140,500株）が含まれております。

⑶　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

⑷　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額

（注）１. 2025年６月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金5百万円が含まれ
ております。

２. 2025年10月31日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれてお
ります。
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・配当金の総額 2,071百万円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 45円
・基準日 2026年３月31日
・効力発生日 2026年６月26日

6 金融商品に関する注記

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
　2026年６月25日開催予定の第84回定時株主総会において、次のとおり付議いたします。

（注）配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金６百万円が含まれております。

１．金融商品の状況に関する事項
⑴　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、主に設備投資及び運転資金で必要な資金を銀行借入等により調達しております。資金運用に
ついては主に短期的な預金等に限定し、一部資金計画に照らして安全性の高い金融資産で運用しております。デ
リバティブ取引は、将来の為替・金利変動によるリスクを回避するために必要に応じて利用しており、投機的な
取引は行わない方針であります。

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形、電子記録債権及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。ま
た、海外工事等にて生じる外貨建て営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約・通貨
オプション取引を利用してヘッジしております。
　有価証券は、合同運用指定金銭信託であります。合同運用指定金銭信託は、短期的な資金運用として保有する
安全性の高い金融商品であり、信用リスクは僅少であります。投資有価証券は、主に満期保有目的の債券、取引
先企業及び業務に関係する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
　営業債務である支払手形、電子記録債務、工事未払金及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。また、
その一部には、海外工事等における役務、原材料購入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒され
ておりますが、手許外貨預金による決済、先物為替予約等を利用してヘッジしております。
　借入金のうち、短期借入金は営業取引に係る資金調達、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、期
間は原則として３年以内であります。
　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替
予約・通貨オプション取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引
であります。
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⑶　金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、与信管理規程に従い、主要な取引先の状況を適時モニタリングし、取引先ごとに毎月
与信残高管理を行うとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。ま
た、連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
満期保有目的の債券は、有価証券管理規程に従い、運用枠を設定し、かつ、格付の高い債券のみを対象とし
ているため、信用リスクは僅少であります。
デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するため、格付の高い金融機関とのみ取引を行っ
ております。

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクは、債権債務の決済計画に基づいて、必要に応じて先物為
替予約、通貨オプション取引を利用してヘッジしております。また、借入金に係る支払金利の変動リスクを
抑制するために、必要に応じて金利スワップ取引を利用しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しております。
デリバティブ取引につきましては、デリバティブ管理規程に従い、社内所定決裁を受けた後取引を行い、取
引状況、残高等を把握、確認しております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社の各部署、連結子会社等からの報告に基づき、当社の財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとと
もに、手許流動性を一定の水準に維持する等により流動性リスクを管理しております。

⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、
当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額
（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）

　有価証券及び投資有価証券
　　(＊2，3，5) 6,168 6,168 △0

　資産計 6,168 6,168 △0

　長期借入金(＊4) 800 785 △14

　負債計 800 785 △14

区　　分 連結貸借対照表計上額（百万円）
非上場株式 0

２．金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

（＊1）「現金預金」「受取手形」「電子記録債権」「完成工事未収入金」「支払手形」「電子記録債務」「工事未払金」「買掛金」については、現
金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（＊2）合同運用指定金銭信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなしており、当該合同
運用指定金銭信託が含まれております。

（＊3）連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記載を省略しております。当該出資の連結
貸借対照表計上額は535百万円であります。

（＊4）長期借入金の支払期日が１年以内になったことにより短期借入金に計上されたものについては、上表では長期借入金として表示しておりま
す。

（＊5）市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりで
あります。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分
類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

　　その他有価証券

　　　株式 5,858 － － 5,858

　　　社債 － － － －

　　　その他 － － － －

資産計 5,858 － － 5,858

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
　満期保有目的の債券

　　国債・地方債等 9 － － 9

資産計 9 － － 9

長期借入金 － 785 － 785
負債計 － 785 － 785

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）１. 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
　上場株式及び国債は相場価格を用いて評価しております。上場株式及び国債は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル
１の時価に分類しております。一方で、当社が保有している社債等は、活発な市場における相場価額とは認められず、観察できないイ
ンプットにより時価を算定しているため、その時価をレベル３の時価に分類しております。

長期借入金
　この時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、
レベル２の区分に分類しております。

２. 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報
レベル３に分類した金融商品に重要性はないため記載を省略しております。

３. その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）第24-3項の基準価
額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託の連
結貸借対照表計上額は300百万円であります。
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7 賃貸等不動産に関する注記

連結貸借対照表計上額（百万円） 当連結会計年度末の時価
（百万円）当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

2,784 △92 2,692 3,633

　当社は、大阪府及び東京都において、当社及び一部の連結子会社が使用するオフィスビル（土地を含む。）を所有
しております。当社グループが使用している部分以外は、賃貸オフィスビルとしております。また、大阪府下に賃貸
収益を得ることを目的として賃貸共同住宅を所有しております。2026年３月期における当該賃貸等不動産に関する
賃貸損益は86百万円（賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上）であります。
　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２. 当連結会計年度末の時価は、主として不動産鑑定評価額を基礎として評価しております。
３. 期中増減額のうち、当連結会計年度の主な減少は、賃貸不動産の売却（32百万円）ならびに減価償却費（64百万円）であります。
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8 収益認識に関する注記

建設工事事業 ボイラ事業 合計
売上高

　日本 50,448 6,105 56,553
　アジア 3,696 45 3,741
　その他 1 3 4
顧客との契約から生じる収益 54,145 6,154 60,299
外部顧客への売上高 54,145 6,154 60,299

（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報
　主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
　建設工事事業及びボイラ事業におきましては、原則として、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これにより、工事契約に関
して、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の見
積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっております。
　なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約及
び金額的重要度の低い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履
行義務を充足した時点で収益を認識しております。
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⑴　顧客との契約から生じた債権 18,091百万円
⑵　契約資産 4,934百万円
⑶　契約負債 1,538百万円

受注残高 22,676百万円

9 １株当たり情報に関する注記

⑴　１株当たり純資産額 1,503円30銭
⑵　１株当たり当期純利益 116円92銭

（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

②　残存履行義務に配分した取引価格
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株主資本等変動計算書 （2025年４月１日から2026年３月31日まで） (単位：百万円)

株　主　資　本

資本金

資　本　剰　余　金 利　益　剰　余　金

自　己
株　式

株　主
資　本
合　計

資　本
準備金

その他
資　本
剰余金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金 利　益
剰余金
合　計

別　途
積立金

繰　越
利　益
剰余金

2025年４月１日　期首残高 6,889 999 － 999 722 38,000 6,320 45,042 △4,996 47,935

事 業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △2,816 △2,816 △2,816

当 期 純 利 益 7,034 7,034 7,034

別 途 積 立 金 の 積 立 －

自 己 株 式 の 取 得 △2,744 △2,744

譲渡制限付株式報酬による
自 己 株 式 の 処 分

5 5 4 10

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

－

事業年度中の変動額合計 － － 5 5 － － 4,217 4,217 △2,739 1,483

2026年３月31日　期末残高 6,889 999 5 1,005 722 38,000 10,538 49,260 △7,736 49,419
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評　価　・　換　算　差　額　等

純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

土 地 再 評
価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2025年４月１日　期首残高 2,496 944 3,440 51,376

事 業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △2,816

当 期 純 利 益 7,034

別 途 積 立 金 の 積 立 －

自 己 株 式 の 取 得 △2,744

譲渡制限付株式報酬による
自 己 株 式 の 処 分

10

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△143 － △143 △143

事業年度中の変動額合計 △143 － △143 1,340

2026年３月31日　期末残高 2,352 944 3,297 52,716
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１ 重要な会計方針に係る事項

商品及び製品、原材料
及び貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法）

個別注記表

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
関係会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
以外のもの 法により算定）
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項によ
り有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報
告日に応じて、入手可能な最近の決算書等を基礎とし、持分相当額を純額
で取り込む方法によっております。

②　デリバティブ 時価法
③　棚卸資産

未成工事支出金 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法）

⑵　固定資産の減価償却方法
①　有形固定資産 定率法を採用しております。

（リース資産を除く） ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並
びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定額法を採用しております。

②　リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。
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⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金 従業員（使用人兼務役員を含む）に支給する賞与に充てるため、翌事業年
度の支給見込額のうち当事業年度対応額を見積り計上しております。

③　役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額
を計上しております。

④　完成工事補償引当金 引渡しを完了した工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、将来の見積り
補償額に基づき計上しております。

⑤　工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損
失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工
事について、損失見込額を計上しております。

⑥　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期
間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により費用処理し
ております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法によ
り按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

⑦　役員株式給付引当金 株式交付規程に基づく役員に対する将来の当社株式の交付に備えるた
め、当事業年度末における株式給付債務の見込額を計上しております。
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2 会計上の見積りに関する注記

完成工事高 28,793百万円

⑷　収益及び費用の計上基準
　当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足
する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
　当社は主に熱絶縁工事を行っております。当該工事等については、一定の期間にわたり履行義務が充足される
と判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、当事業年度までの
発生費用を工事完了までの工事原価総額の見積りと比較することにより測定しております。
　ただし、工期がごく短いものについては、顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。

⑸　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

⑹　ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。
なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ等については、特例処理を採用しております。

工事の収益認識
⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額

⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
・算出方法

　当事業年度末までの進捗部分について、請負工事契約に基づく工事収益総額に対応する工事原価総額及び工
事進捗度を合理的に見積り（決算日における工事進捗度は原価比例法による）、当事業年度の完成工事高を認
識しております。
　工事進捗度は、当事業年度までの発生費用を工事完了までの工事原価総額の見積りと比較することにより測
定しております。
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3 貸借対照表に関する注記

⑴　有形固定資産の減価償却累計額 6,472百万円
⑵　保証債務残高

PT. TERAS TEKNIK PERDANA
　　　　　　　/PT. MEISEI INDONESIA JO

476百万円

MEISEI-KOERNER JOINT VENTURE
　　　　　　　　　　　　　　CO., LTD.

317百万円

⑶　関係会社に対する金銭債権債務
①　短期金銭債権 69百万円
②　短期金銭債務 274百万円
③　長期金銭債務 100百万円

・主要な仮定
　工事原価総額の見積りは、契約内容、要求仕様、過去の類似契約における原価実績、工事期間中の委託外注
費、材料費、労務費の見積り等の情報に基づいて算定しております。工事原価総額の見積りの算定は、工程の
遅れや当初想定していなかった事象の発生等、工事施工に係る状況変化に伴い、見直しの必要性が生じること
があります。

・翌事業年度の計算書類に与える影響
　工事原価総額は、工事の進捗状況を踏まえた工事原価の見積額と発生額との比較や、今後の費用発生に関す
る最新の情報に基づき四半期ごとに見直しており、履行義務の充足に係る進捗率の見積りは妥当なものと考え
ておりますが、将来の状況の変化により見積りと実績が乖離した場合は、当社が認識する収益の金額に影響を
与える可能性があります。

　次の会社の受注工事に対する契約履行保証及び留保金返還保証等に伴い、銀行が保証状発行を行ったことに対す
る保証を行っております。
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⑸　土地再評価

・再評価を行った年月日 2002年３月31日

△1,053百万円

4 損益計算書に関する注記

①　売上高 73百万円
②　仕入高 1,770百万円
③　営業取引以外の取引高 1,324百万円

5 株主資本等変動計算書に関する注記

株式の種類 当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普 通 株 式 7,521,865株 1,700,257株 7,000株 9,215,122株

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布　法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改
正する法律（平成13年３月31日公布　法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金を
純資産の部に計上しております。
・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布　政令第119号）第２条第３号及び第４号に定める
算定の基礎となる価額に基づき、合理的な調整を行い算出しております。

・再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

関係会社との取引高

自己株式の数に関する事項

（注）１. 普通株式の自己株式の増加1,700,257株は、自己株式の取得による増加1,700,000株および単元未満株式の買取りによる増加257株であ
ります。

２. 普通株式の自己株式の減少7,000株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分減少7,000株であります
３. 当事業年度末の普通株式の自己株式数には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式（当事業年度期首140,500株、当事業年度末

140,500株）が含まれております。

－ 31 －



6 税効果会計に関する注記

繰延税金資産
貸倒引当金 82百万円
賞与引当金 118百万円
退職給付引当金 3百万円
未払事業税 71百万円
投資有価証券評価損 63百万円
ゴルフ会員権評価損 40百万円
その他 181百万円

繰延税金資産小計 562百万円
繰延税金資産合計 562百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △1,081百万円
その他 △44百万円

繰延税金負債合計 △1,126百万円

繰延税金資産の純額 △564百万円

再評価に係る繰延税金負債 △498百万円

7 収益認識に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
　当社は原則として、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け
取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これにより、工事契約に関して、履行義務を充足するにつれて
一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価
に基づくインプット法によっております。
　なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約
及び金額的重要度の低い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全
に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
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8 関連当事者との取引に関する注記

種 類 会 社 等 の
名 称

議 決 権 等 の 所 有
（ 被 所 有 ） 割 合

関連当事者と
の 関 係

取 引
内 容

取引金額
(百万円) 科 目 期 末 残 高

( 百 万 円 )

子会社

MEISEI-
KOERNER 
JOINT 
VENTURE
CO., LTD.

所有
間接60％ 債務保証 債務保証

（注） 317 － －

9 １株当たり情報に関する注記

⑴　１株当たり純資産額 1,148円46銭
⑵　１株当たり当期純利益 149円70銭

子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
 (注) 上記会社の受注工事に対する契約履行保証及び前受金返還保証に伴い、銀行が保証状発行を行った

ことに対する保証を行っております。
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